
（第１号様式）

（令和８年４月27日）

 附属機関等の名称

会 議 開 催 日 令和8年4月30日 　会議時間 13時20分　～　15時00分

会　議　場　所
郡山市役所西庁舎７階
第３委員会室

 公開の区分 公開　　一部公開　　非公開

当日　　　　事前

先着順　　　抽選

傍　聴　手　続

 議　　　　題

非公開の理由

担当所属及び連絡先

　備　　　　考

附属機関等の会議開催のお知らせ

　教育委員会事務局 学校教育部 学校教育推進課（924－2431）

郡山市いじめ問題調査委員会

 傍　聴　定　員  定員　（　0　人）
傍聴者の

決定方法

・諮問
・審議

郡山市情報公開条例（平成13年条例第44号）第７条第２号及び第４号に定
める個人に関する情報及び審議、検討等の情報に該当するため。

第２号　個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除
く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文
書、図面若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、
動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項におい
て同じ。)により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照
合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを
含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによ
り、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

第４号　市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法
人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、
公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当
に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特
定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるも
の。


